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 提案理由  

  乾側小学校と下庄小学校の統合により、乾側小学校を廃止するため   



   大野市立学校設置条例の一部を改正する条例  

 

 大野市立学校設置条例（昭和４１年条例第１００号）の一部を次のように改正す

る。  

 

 別表第１大野市乾側小学校の項を削る。  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  
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議案第６号 

大野市立学校設置条例の一部を改正する条例案の新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第２条関係） 

小学校の名称 位置 

大野市有終西小学校 大野市城町９番１号 

大野市有終南小学校 大野市春日二丁目８番３０号 

大野市有終東小学校 大野市美里町９０１番地 

大野市小山小学校 大野市下舌第９号１番地１ 

大野市下庄小学校 大野市中野町二丁目１番１号 

大野市上庄小学校 大野市稲郷第２７号１１番地 

大野市阪谷小学校 大野市伏石第１１号１４番地 

大野市富田小学校 大野市上野第４２号３番地 

大野市和泉小学校 大野市朝日第３４号３番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条関係） 

小学校の名称 位置 

大野市有終西小学校 大野市城町９番１号 

大野市有終南小学校 大野市春日二丁目８番３０号 

大野市有終東小学校 大野市美里町９０１番地 

大野市小山小学校 大野市下舌第９号１番地１ 

大野市乾側小学校 大野市牛ケ原第６６号１番地 

大野市下庄小学校 大野市中野町二丁目１番１号 

大野市上庄小学校 大野市稲郷第２７号１１番地 

大野市阪谷小学校 大野市伏石第１１号１４番地 

大野市富田小学校 大野市上野第４２号３番地 

大野市和泉小学校 大野市朝日第３４号３番地 
 

 



○大野市立学校設置条例  

昭和４１年１０月１１日条例第１００号  

改正  平成２４年３月２７日条例第６号  

（設置）  

第１条  本市は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に基づき、小学校

及び中学校を設置する。  

（名称及び位置）  

第２条  小学校の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。  

２  中学校の名称及び位置は、別表第２のとおりとする。  

（管理）  

第３条  教育委員会は、学校の管理について誠実にこれを管理しなければならない。 

（委任）  

第４条  前条の管理について法令又は条例に定めるもののほか、必要な事項は教育

委員会規則で定める。  

附  則  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

２  この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小

学校及び中学校となり同一性をもって存続するものとする。  

附  則（昭和４３年条例第１６号）  

この条例は、昭和４３年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４４年条例第３４号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和４４年１２月１日から適用する。  

附  則（昭和４５年条例第１３号）  

この条例は、昭和４５年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４６年条例第２１号）  

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４６年条例第２２号）  

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４７年条例第１１号）  

この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４７年条例第１７号）  



この条例は、昭和４７年４月１日から施行する。  

附  則（昭和４８年条例第３２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和４８年条例第３５号）  

この条例は、昭和４８年８月１日から施行する。  

附  則（昭和４９年条例第３４号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年９月１日から適用する。  

附  則（昭和５０年条例第２９号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和５０年１２月１日から適用する。  

附  則（昭和５２年条例第１４号）  

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５３年条例第１８号）  

この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。  

附  則（昭和５３年条例第３１号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和５３年９月１日から適用する。  

附  則（昭和５５年条例第２０号）  

この条例は、昭和５５年９月１日から施行する。  

附  則（昭和５６年条例第３号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（昭和５７年条例第８号）  

この条例は、公布の日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。  

附  則（昭和６１年条例第９号）  

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。  

附  則（昭和６２年条例第１号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成元年条例第１７号）  

この条例は、平成元年４月１日から施行する。  

附  則（平成２年条例第１号）  

この条例は、平成２年４月１日から施行する。  

附  則（平成１７年条例第１０５号）  

この条例は、平成１７年１１月７日から施行する。  



附  則（平成１８年条例第１１号）  

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、大野市有終西小学校の

項の改正規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において教育委員会

規則で定める日から施行する。  

（平成１８年教委規則第２号で平成１８年９月１日から施行）  

附  則（平成２０年条例第２６号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２２年条例第５号）  

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年条例第６号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２４年４月１日から施行する。  

（大野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

２  大野市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成２年条例第１

２号）の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

附  則（令和３年条例第〇号）  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

別表第１（第２条関係）  

小学校の名称  位置  

大野市有終西小学校  大野市城町９番１号  

大野市有終南小学校  大野市春日二丁目８番３０号  

大野市有終東小学校  大野市美里町９０１番地  

大野市小山小学校  大野市下舌第９号１番地１  

大野市乾側小学校  大野市牛ケ原第６６号１番地  

大野市下庄小学校  大野市中野町二丁目１番１号  

大野市上庄小学校  大野市稲郷第２７号１１番地  

大野市阪谷小学校  大野市伏石第１１号１４番地  

大野市富田小学校  大野市上野第４２号３番地  

大野市和泉小学校  大野市朝日第３４号３番地  



別表第２（第２条関係）  

中学校の名称  位置  

大野市開成中学校  大野市新庄第１６号７番地  

大野市陽明中学校  大野市陽明町三丁目１５１４番地  

大野市上庄中学校  大野市稲郷第７４号２５番地  

大野市尚徳中学校  大野市土打第４５号９番地  

大野市和泉中学校  大野市朝日第３４号３番地  

 


